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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四
十
二
号

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
に

規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
第
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス

テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省
令
（
令
和
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）
第
四
条
及
び

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
年
金
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装

区
分
及
び
適
合
基
準
日
並
び
に
帳
票
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
そ
の
他
書
面
の
出
力
に
際
し
必

 

要
な
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
八
年
六
月
十
一
日

 

厚
生
労
働
大
臣　

上
野
賢
一
郎

国
民
年
金
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準

 

日
並
び
に
帳
票
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
そ
の
他
書
面
の
出
力
に
際
し
必
要
な
事
項

 

（
機
能
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
）

第
一
条　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
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政
令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
第
十
六
条
各
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に

係
る
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省
令
（
第
二
条
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い

う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
機
能
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り

 

と
す
る
。

 

（
帳
票
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
そ
の
他
書
面
の
出
力
に
際
し
必
要
な
事
項
）

第
二
条　

省
令
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
帳
票
要
件
の
標
準
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
は
、
別
表
第
二
の
と

 

お
り
と
す
る
。
ま
た
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
書
面
に
つ
い
て
は
別
表
第
三
の
と
お
り
出
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
厚
生
労
働
省
年
金
局
事
業
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

 

に
供
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
）


